
鳥取市シカ被害対策省力化支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市シカ被害対策省力化支援事業費補助金（以下｢本補助金｣という。）に

ついて、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、本市の皆伐再造林を推進するため、造林地におけるシカ被害対策に係る森林

管理者等の負担軽減を図り、もって本市林業の振興に資することを目的とする。 

 

（補助対象事業） 

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１項に掲げ

る事業とする。 

 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、別表第２項に掲げる者とする。 

 

（補助金の算定等） 

第５条 本補助金の額は、シカ防護柵の点検・維持管理を実施した延長に、別表第４項に掲げる単

価（以下「補助単価」という。）を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て

る。）以下とし、予算の範囲内で交付する。 

 

 （交付申請） 

第６条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に規定する書類は、様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 

 

 （交付決定） 

第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３４日以内に行うものとす

る。 

 

 （交付決定前の着手） 

第８条 補助対象事業の着手は、原則として、交付決定通知を受けて行うものとする。ただし、市

長が別に定める日までに本補助金の交付申請が行われるものに限り、補助金交付決定前に着手す

ることができる。 

２ 前項のただし書により事業に着手したものについては、申請年度の４月１日から交付決定の日

までの間に実施した事業を本補助金の対象とすることができる。 

 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、本補助金の増額又は３割以上の減額を伴う

変更以外の変更とする。 

 

（着手届を要しない場合） 

第１０条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号に規定す

る補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。 

 

 （実績報告） 

第１１条 規則第１２条に規定する実績報告は、本補助金の交付決定を受けた日の属する年度の３

月３１日までに提出しなければならない。ただし、年度中途での補助事業の完了又は中止若しく

は廃止の場合は、速やかに提出しなければならない。 

２ 規則第１２条の実績報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に規定する書類は、様式第１号



及び様式第２号によるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第１２条 規則第１６条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年

大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、市長

が別に定める期間）とする。 

２ 規則第１６条第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

(２) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定める

もの 

 

（補助事業者の遵守事項） 

第１３条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、本事業で実施するシカ防

護柵の点検・維持管理に係る作業日報を整備すること。 

２ 本事業により実証したシカ被害対策省力化に係る検証等を行う予定があるため、本事業の完了

年度の翌年度から起算して５年以内に、事業実施個所を他の用途に転用等しないこと。 

 

（調査等への協力） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業で収集した資料等を提出するなど、県又は市が実施するシ

カ被害対策調査及び分析に協力すること。 

 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、農林水産部長が別に定

める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１１月２２日から施行する。 

 

 

 

 

別表（第３条、第４条、第５条関係）   

１ 補助対象事業 鳥取市シカ被害対策省力化支援事業  

２ 事業実施主体 森林組合等の森林経営の受託者  

３ 補助対象経費 シカ防護柵の点検・維持管理に要する経費  

４ 補助単価 定額  

（点検管理１km 当たり巡視１回につき１万５千円。ただし、４回を上限と

する。）  

５ 補助要件 （１）国庫補助事業の対象とならない取組みであること。  

（２）造林事業で設置したシカ防護柵であること。  

（３）シカ防護柵により保護する植栽木の林齢は２齢級以下であること。  

（４）点検・維持管理の省力化に取組むものであること。  

※点検・維持管理の省力化にあっては、優良事例や専門家の意見等も参考にして効果のある方法

を検討すること。 

  



様式第１号（第６条、第１１条関係） 

 

鳥取市シカ被害対策省力化支援事業計画（報告）書 

 

１ 取組内容 

（シカ防護柵の点検・維持管理の省力化に係る工夫点等を具体的に記載してください。） 

 

 

 

２ 実施計画（報告） 

  別紙のとおり 

 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

   年 月 日 

 

４ 添付資料 

（１）施行状況写真（報告書提出時のみ） 

   ※シカ防護柵の補修がある場合は、その前後の状況を撮影すること。電磁的記録媒体によ

る提出も可とする。 

  



 

様式第１号別紙（第６条、第１１条関係）

（１）実施計画（報告）

種別 設置年度
延長

（km）
予定（実施）日 回数

出役人員

（人・日）

補修の

有無

破損状況・補修内容

（補修無の場合は記載不要）

4.50 R○年度 ネット柵 R○年度 1.534
8月23日、9月12日、

12月10日、3月5日
4 2・3 有

・崩土、倒木によるネットの破損〇か所。補

修用ネットを接ぎ当てた。

・積雪によりネットのたるみが〇m生じてい

たので、張り直した。

92,040

（注） １ 事業実施計画箇所毎に記載し、必要に応じて行を追加すること。

２ 事業実施箇所は、市町村、大字、字、地番を記載すること。複数地番に跨る場合は、代表地番を記載すること。

３ 面積は小数第２位まで（小数第３位を四捨五入）記載すること。

４ シカ防護柵の延長は小数第３位まで（１m未満切捨て）記載すること。

５ 出役人員（人・日）は点検・補修の実作業に要した延べ人員数（小数第１位まで（小数第２位を四捨五入）算出）を記載すること。

（２）取組の評価・改善点（報告書提出時のみ）

合　計

（記載例）

鳥取市○○○◇◇番地

事業実施箇所
補助金

（円）
備考植栽年度

造林地面積

（ha）

対象防護柵 点検管理等の内容
点検管理等の結果

（報告書提出時のみ）

 
 

 



様式第２号（第６条、第１１条関係） 

 

鳥取市シカ被害対策省力化支援事業収支予算（決算）書 

 

１ 収支予算（決算） 

（１）収入                        （単位：円） 

区 分 予算額（決算額） 備 考 

補助金   

負担金   

   

合 計   

 

（２）支出                        （単位：円） 

区 分 予算額（決算額） 備 考 

   

   

   

合 計   

 

２ 他の補助金の活用の有無 

他の補助金の活用の有無 備考 

  

※ 他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかを記載すること。 

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先を備考欄に

記載すること。 

 

 


